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パブリックコメント実施結果報告書 

【案件名：つくば市耐震改修促進計画（案）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年（2026 年） ３月 

つくば市 都市計画部 建築指導課 



■ 意見集計結果 

 

 令和 8 年１月５日から ２月４日までの間、（つくば市耐震改修促進計画 (案)）につい

て、意見募集を行った結果、提出された意見はありませんでした。 

 

■ 修正の内容 

 

パブリックコメントによる修正ではありませんが、以下の項目について修正し

ました。 

また、単純誤記の修正を行いました。 

 

○  第１章 計画の目的 について 

修正前 修正後 

P.2 

１-４ 計画の期間 

本文 

「新たな国の施策への対応 が必要

な場合には～」 

 

 

 

「新たな国の施策への対応等が必要

な場合には～」 

 

 

○  第２章 想定する地震 について 

修正前 修正後 

P.4 

２-２ 本市で想定される地震及び

被害 

本文 

「茨城県は、平成 30 年 12 月に「茨

城県地震被害想定調査報告書」を公

表しています。」 

 

 

 

 

「本市で想定される地震及び被害に

ついては、平成 30 年 12 月に「茨城

県地震被害想定調査報告書」が茨城

県において公表されています。」 

 

 

○  第３章 建築物の現況と耐震化の目標 について 

修正前 修正後 

P.7   

本文 

「特定建築物等の総数は、令和７年

１月現在で 1,603 棟です。～」 

 

 

「特定建築物等の総数は、令和７年

１月現在で 1,602 棟です。～」 



「耐震性が確保されていない旧耐震

の数は 87 棟となっておりこのうち

指示対象となるものは５棟です。」 

 

表３-２ 

「耐震性が確保されていない旧耐震

の数は 86 棟となっており、このうち

指示対象となるものは６棟です。」 

 

表３-２を差し替え 

（対象棟数の精査により） 

P.8  

 本文 

「民間の特定建築物等の総数は、令

和７年１月現在で 1,009 棟です。～」 

「～新耐震基準の特定建築物等の割

合は 92.9％となります。旧耐震の数

は 72 棟となっており、～」 

 

表３-３ 

 

 

「民間の特定建築物等の総数は、令

和７年１月現在で 1,007 棟です。～」 

「～新耐震基準の特定建築物等の割

合は 93.0％となります。旧耐震の数

は 70 棟となっており、～」 

 

表３-３を差し替え 

（対象棟数の精査により） 

P.9  

本文 

「～総数は、令和７年１月現在で474

棟です。～」「～耐震化率は 96.8％

となります。～」「～旧耐震の建築

物の数は 15 棟となっており、このう

ち指示対象となるものはありませ

ん。」 

 

表３-４ 

 

 

「～総数は、令和７年１月現在で475

棟です。～」「～耐震化率は 96.6％

となります。～」「～旧耐震の建築

物の数は 16 棟となっており、このう

ち指示対象となるものは１棟です。」 

 

 

表３-４を差し替え 

（対象棟数の精査により） 

P.11  

「建築物の耐震化率の現況と目標」

図表中 

耐震化の現況 

民間の特定建築物等 92.9％ 

公共・公益機関の特定建築物等 

          96.8％ 

耐震化率の目標 

「民間の特定建築物等」及び「公共

・公益機関の特定建築物等」につい

て「令和 17 年度までにおおむね解

 

 

 

耐震化の現況 

民間の特定建築物等 93.0％ 

公共・公益機関の特定建築物等 

          96.6％ 

耐震化率の目標 

「民間の特定建築物等」及び「公共

・公益機関の特定建築物等」につい

て「令和 12 年度までにおおむね解



消」 

 

消」 

P.12 

本文 

「令和 17 年度の本市における住宅

総数は 165,768 戸と見込まれ、～」 

 

図３-１ 

 

 

 

「令和 17 年度の本市における住宅

総数は 166,043 戸と見込まれ、～」 

 

図３-１を差し替え 

（図内の年度表示を「和暦（西暦）

年度」に修正、及び対象棟数の精査

により） 

P.13  

本文 

「令和７年時点の民間の特定建築物

等の耐震化率は92.9％となっていま

す。」 

「令和 17 年度における～～総数は、

新築による 172 棟の増加を見込み、

～～1,181 棟と推計されます。この

時点の耐震性のある特定建築物等は

1,109 棟で、耐震化率は 93.9％とな

ります。」 

「令和 17 年度までに～～達成に向

け、72 棟の耐震化の促進を図りま

す。」 

 

図３-２ 

 

 

 

 

「令和７年度の本市における民間の

特定建築物等の耐震化率は93.0％と

なっています。」 

「令和 12 年度における～～総数は、

新築による 86 棟の増加を見込み、～

～1,093 棟と推計されます。この時

点の耐震性のある特定建築物等は

1,023 棟で、耐震化率は 93.6％とな

ります。」 

「令和 12 年度までに～～達成に向

け、70 棟の耐震化の促進を図りま

す。」 

 

図３-２を差し替え 

（目標年度の変更により推計値、目

標値を修正、図内の年度表示を「和

暦（西暦）年度」に修正） 

P.14 

本文 

「令和 7 年時点の～耐震化率は 96.8

％となっています。」 

「令和 17 年度における～～総数は、

新築による 22 棟の増加を見込み、～

～496 棟と推計されます。この時点

の耐震性のある特定建築物等は 481

 

 

「令和 7 年度の本市における～耐震

化率は 96.6％となっています。」 

「令和 12 年度における～～総数は、

新築による 11 棟の増加を見込み、～

～486 棟と推計されます。この時点

の耐震性のある特定建築物等は 470



棟となり、耐震化率は 97.0％となり

ます。」 

「令和 17 年度  に～～目標達成

に向け、15 棟の耐震化を図ります。」 

 

棟となり、耐震化率は 96.7％となり

ます。」 

「令和 12 年度までに～～目標達成

に向け、16 棟の耐震化を図ります。」 

 

○  第４章 耐震診断・改修の促進を図るための施策 について 

修正前 修正後 

P.16 

① 木造住宅耐震診断士派遣事業 

本文 

「～～平成 17 年度から開始し、この

20 年間で 530 件実施しています。」 

 

図４-１ 

 

 

 

「～～平成 17 年度から開始し、この

21 年間で 539 件実施しています。」 

 

図４-１を差し替え（実績値の修正及

び令和 7 年度分を加算） 

 

P.17 

② 木造住宅耐震改修費補助制度 

本文 

「～～この 13 年間で 14 件実施して

います。」 

 

図４-２ 

 

 

 

「～～この 14 年間で 15 件実施して

います。」 

 

図４-２を差し替え（実績に令和 7 年

度分を加算） 

 

P.18 

③ 危険ブロック塀等撤去補助制度 

本文 

「～～この５年間で 31 件実施して

います。」 

 

図４-３ 

 

 

 

「～～この６年間で 39 件実施して

います。」 

 

図４-３を差し替え（実績に令和 7 年

度分を加算） 

 

P.21 

本文 

「このため、     次の要件の

 

 

「このため、茨城県は、次の要件の



いずれかに該当する～～防災拠点建

築物として           

  位置付けています。」 

 

いずれかに該当する～～防災拠点建

築物として、茨城県耐震改修促進計

画に位置付けています。」 

 

P.22 

図４-４ 

 

 

図４-４中、建築物の要件に「高さ

6m を超えるもの」を追記 

 

図４-４外の注記に「（前面道路の幅

員が 12ｍを超える場合）」を追記 

 

P.27 

図５-１ 揺れやすさマップ 

 

図５-１を差し替え（一部フォントの

調整により） 

 

P.28 

図５-２ 地域の危険度マップ 

 

図５-２を差し替え（「危険度マップ

の見方」凡例表中、「全壊率」の区

分について「以上」「未満」を明記） 

 

 



○  資料１：用語解説 について 

修正前 修正後 

資料編 ４  

■特定既存耐震不適格建築物 

特定既存耐震不適格建築物とは、

一定の用途、規模に該当する昭和 56 

年５月 31 日以前に新築の工事に着

手した、耐震改修促進法第 14 条に

定める、学校、病院、老人ホーム、

幼稚園、保育園、物品販売業を営む

店舗などの多数の者が利用する建築

物です（特定建築物）。 

耐震改修促進法では、特定既存耐

震不適格建築物の所有者は、その建

築物について耐震診断を行い、その

結果、地震に対する安全性の向上を

図る必要があると認められるとき

は、耐震改修を行うよう努めなけれ

ばならないとされています。 

その中でもさらに規模が大きい特

定既存耐震不適格建築物（要緊急安

全確認大規模建築物）については、

耐震診断を行い、結果を報告しなけ

ればならない「耐震診断義務付け建

築物」に該当します。 

 

 

■特定既存耐震不適格建築物 

既存耐震不適格建築物（地震に対

する安全性に係る建築基準法又はこ

れに基づく命令若しくは条例の規定

に適合しない建築物で同法第３条第

２項の規定の適用を受けているもの

をいう。）のうち、耐震改修促進法

第 14 条に定める、学校、病院、老人

ホーム、幼稚園、保育園、物品販売

業を営む店舗などの多数の者が利用

する一定規模以上の建築物をいいま

す（要安全確認計画記載建築物であ

るものを除く）。 

耐震改修促進法では、特定既存耐

震不適格建築物の所有者は、その建

築物について耐震診断を行い、その

結果、地震に対する安全性の向上を

図る必要があると認められるとき

は、耐震改修を行うよう努めなけれ

ばならないとされています。 

資料編 ４ 

■特定建築物等 

耐震改修促進法では、不特定多数

の者が利用する建築物や自力で避難

が困難な方の利用が想定される建築

物のうち、昭和 56 年５月 31 日以前

に新築の工事に着手し、かつ大規模

なものを「要緊急安全確認大規模建

築物」と位置付け、耐震診断の実施

を義務付けています。また、要緊急

安全確認大規模建築物を除く、多数

の者が利用する一定規模以上の建築

 

■特定建築物等 

本計画における「特定建築物」は、

耐震改修促進法第 14 条に定める「特

定既存耐震不適格建築物」に該当す

る建築物のほか、「要緊急安全確認

大規模建築物」及び「要安全確認計

画記載建築物」を含めて整理してい

ます（資料 ２（１）に示す建築物）。 

また、耐震化率を求めるため、特

定建築物の用途・規模要件に該当す

る新耐震基準の建築物を含めたもの



物のうち、昭和 56 年５月 31 日以前

に新築の工事に着手したものを「特

定既存耐震不適格建築物」と位置付

けています。 

 本計画では、資料２（１）に示す建

築物を特定建築物と定めるものとし

ます。また、耐震化率を求めるため、

特定建築物の用途・規模である新耐

震基準の建築物を含めたものを「特

定建築物等」と呼ぶこととします。 

 

を「特定建築物等」としています。 

資料編 ５ 

■要安全確認計画記載建築物 

 耐震改修促進法第７条第１項に定

める建築物をいいます。本市では、

茨城県の定める緊急輸送道路沿道建

築物＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿が該当します。また、これら 

    は耐震診断を行い、結果を

報告しなければならない「耐震診断

義務付け建築物」に該当します。 

 

 

■要安全確認計画記載建築物 

耐震改修促進法第７条第１項に定

める建築物をいいます。本市では、

つくば市が定める緊急輸送道路沿道

建築物と茨城県が定める防災拠点建

築物が該当します。これらの建築物

は耐震診断を行い、結果を市に報告

しなければならない「耐震診断義務

付け建築物」に該当します。 

 

 

○  資料２：耐震改修促進法に定められる特定建築物 について 

修正前 修正後 

資料編 ６ 

（１）用途・規模による特定建築物 

「～～旧耐震の建築物を指します。」 

 

 

 

「～～旧耐震の建築物を対象としま

す。」 

 

 



○  概要版 について 

修正前 修正後 

P.1  

「新たな国の施策への対応＿が必要

な場合には～」 

 

 

「新たな国の施策への対応等が必要

な場合には～」 

 

P.3 

■住宅の現況 

 

 

表の上部に「（単位：戸）」を追記 

 

P.3 

●住宅の耐震化の目標 

 

 

図中の年度表示を「和暦（西暦）年

度」に修正 

 

P.4 

■特定建築物等の現況 

 

 

表の上部に「（単位：棟）」を追記、 

及び表を差し替え（対象棟数の精査

により） 

 

P.4 

■特定建築物等の目標 

「令和 17 年度までに～」 

 

 

 

「令和 12 年度までに～」 

 

P.4 

●民間の特定建築物等の耐震化の目

標 

 

 

図を差し替え（図中の年度表示を「和

暦（西暦）年度」に修正、及び対象

棟数の精査により） 

 

P.4 

●公共・公益機関の特定建築物等の

耐震化の目標 

 

 

図を差し替え（図中の年度表示を「和

暦（西暦）年度」に修正、及び対象

棟数の精査により） 

 

P.5 

●道路の通行を妨げるおそれがある

建築物のイメージ 

 

 

図中、建築物の要件に「高さ 6m を超

えるもの」を追記 

図タイトルの注記に「（前面道路の

幅員が 12ｍを超える場合）」を追記 

 



 


